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１．福島市の空き家の現状について
0

◆令和５年住宅・土地統計調査（国）

令和５年住宅・土地統計調査（令和6年9月25日発表）によると、福島市の

売買、賃貸用及び二次的住宅を除く空き家数は、7,230戸（※）と推計され、
住宅総数の約5.2％を占めています。

≪過去の調査(平成2５年、平成３０年)との比較≫

◆空き家の数 ◆空き家率
《平成25年》 5,820戸 4.4％

《平成30年》 5,680戸 4.0％

《令和5年》 7,230戸 5.2％

《前回調査比》 （1,550戸増） （1.2%増）

▲「空き家数・空き家率の推移（福島市）[資料住宅・土地統計調査]

※住宅・土地統計調査でいう
空き家には、戸建て空き家の
ほかに、アパートなどの集合住
宅の空き室なども空き家とし
て計上しています。

－２－
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１．福島市の空き家の現状について －３－

平成２７年からの除却、売却による地区別空き家の解消数の累計

◆空家実態調査（市）

市では空き家の実態を把握するため、５年ごとに実態調査を実施

市街化区域を中心に着実に空き家解消に繋がっているが、除却
後の土地利用の追跡までは行っていないため、空き地が増えて
いる等の課題が残る。

※令和３年度以降の空き家の動向
地震災害に伴い、半壊以上の家屋の公費解体が進んだ影響で令和４年
以降、空き家数は減少したものと予想されますが、長期的には空き家は
増加していくと第2期空家等対策計画で予想してます。
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２．令和６年度の空き家対策について －４－

🏡第２期福島市空家等対策計画の３つの基本目標を達成するための事業を実施

基本目標①
発生抑制

基本目標②
管理不全等への対策

基本目標③
流通及び利活用の促進

• 空き家の発生を抑制するた
めの特例措置(3,000万円
控除)の周知 →被相続人居住用家

屋等確認申請がR6：８３件

• 空き家にしないためのリーフ
レット配布による啓発活動→
固定資産税納付書に封入

• 死亡届窓口で配布する「おく
やみハンドブック」へ不動産
に関する手続き案内を掲載

• 空家バンクの運営
Ｒ６実績 約７割が成約！（登録４４件、成約３０件）

• 空き家リフォーム支援事業
Ｒ６実績１１件（移住者２件、新婚世帯１件、子育て世帯８件）

• 空き家清掃支援事業
Ｒ６実績６件→活用した物件すべて売買または賃貸が
成約！

• 空家所有者等情報の外部提供制度
Ｒ６申請件数 ４８件

→活用後売買につながった事例２件あり！
• 空家無料相談会を年２回実施
• 連携協定団体による相談窓口

• 特定空家除却支援
事業
Ｒ６実績５件→特定空家
等は現在７件まで減少

• 通報・相談への対応
R6相談件数

２６８件

R6改善依頼等指導件数

３０件
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３．空き家と空き地の一体的な対策について －５－

空き家と低未利用地（空き地）の一体的な対策を推進する必要があ
ることから、令和７年４月より

空家・空地対策室 を新設

第2期空家等対策計画の３つの
基本目標をさらに推進

①発生抑制
②管理不全等への対策
③流通及び利活用の推進

まちづくりの視点から
空き家と低未利用地
（空き地）の対策を検討

※国は令和６年に空き家対策と所有者不明土地等対策の一体的・総合的推進（政策パッケージ）について通知を発出
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国の空き家・空き地対策の情勢について －６－参考資料
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４. 令和７年度の空き家対策について －７－

🏡発生抑制の取り組み

・「空き家をなるべく早い段階で活用する」との考え方を基本とした、所有者や活用希望者の判断を迅速化
する取り組みの推進

・所有者や家族の「住宅を空き家にしない」との意識の醸成
（社会資本整備審議会住宅宅地分科会 空き家対策小委員会とりまとめ（令和5年2月7日））
「今後の空き家対策のあり方について 今後の空き家対策①発生抑制」から引用

１ 空き家啓発パンフレット等による広報（８Ｐへ掲載）
・「イラストでわかる空き家にしないための『親と家と私の物語』」や啓発パンフレットを作成し、「空き家にしない」

意識の醸成を図ります。市や連携協定団体の窓口で配布のほか、地域包括支援センターなどの福祉施設にて配布を強化し

ていくとともに、年末や年度末には、市LINEを活用し、空き家に関する広報を行います。

２ 空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除の周知の強化
市HPや市政だよりに加え、各種パンフレットにより、周知を強化していきます。

▲被相続人居住用家屋等確認申請書発行件数（R7.3末時点）

うち
拡充要件

うち
拡充要件

うち
拡充要件

うち
拡充要件

うち
拡充要件

うち
拡充要件

うち
拡充要件

うち
拡充要件

R1 37 17 3 0 34 17 29 12 2 0 27 12

R2 33 9 1 0 32 9 27 9 1 0 26 9

R3 44 23 1 0 43 23 35 18 1 0 34 18

R4 37 21 0 0 37 21 29 15 0 0 29 15

R5 41 25 0 0 41 25 34 20 0 0 34 20

R6 83 22 0 0 64 17 19 5 49 20 0 0 38 16 11 4

合計 331 117 5 0 307 112 19 5 251 94 4 0 236 90 11 4

1-2（土地） 1-2（土地）合計 1-1（建物+土地）

交付件数 建物棟数

1-3（建物+土地）
※譲渡後、解体

年度 1-3（建物+土地）
※譲渡後、解体

1-1（建物+土地）合計

＼終活・相続のタイミングにアプローチ／

👉発生抑制（１，２）



「イラストでわかる空き家にしないための親と私の物語」

※主人公アキ子さんの人生を通して空き家対策の大切さと空き家に問題への
アドバイスなどをイラストで分かりやすく解説するリーフレット

啓発チラシ「あなたの空き家大丈夫ですか？」

※管理不全空家等にしない、させないためのポイ
ントや支援制度や、相談窓口などの案内を掲載

参考資料 －８－
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４. 令和７年度の空き家対策について －９－

４ 勤労者支援資金融資制度の開始【新規】

東北労働金庫と連携し、福島市に居住または勤務
をする勤労者へ低利な融資商品の提供を行うこと
で、空き家対策や移住定住促進を図ります。

・実施期間 令和７年４月１日から

令和８年３月３１日まで

・融 資 額 上限３００万円

・金 利 年１．２５％（固定金利）

・資金使途 ①空き家の改築、修繕、解体及び

および 関連諸費、植木や家財道具処分

申込条件 ➡市内空き家の所有者、管理者等

②移住定住に係る関連費用

➡東北管外から市内への移住者等

５ 死亡届提出時の情報提供

空き家に関する制度を死亡届提出時に配布している
「おくやみハンドブック」へ掲載し、空き家バンク、
3,000万円特別控除、相続登記の周知を行い、空き家
の発生抑制に努めます。

３ 空き家の無料相談会の開催

福島市空家等対策連携協定団体(※)と合同で、空
き家に関する相談会を開催します。

・延開催数 １３回（年２回）
※帰省のタイミングに合わせて８月と１月などで開催！

・延参加者数 １４７人

▲空き家の無料相談会の様子

🏡民間等と連携した取り組み

▲おくやみハンドブック

（※）行政：福島市 金融：東邦銀行 法務：福島県弁護士会福島支部、福島県司
法書士会、福島県行政書士会 福祉：福島市シルバー人材センター建築：福島
県建築士会福島支部不動産： 全日本不動産協会福島県本部、福島県土地家
屋調査士会、福島県宅地建物取引業協会福島支部、福島県不動産鑑定士協
会の11団体からなる空き家対策に関する協定団体

▲福島市・ろうきん提携融資制度チラシ

＼地域一体となった空き家対策がふくしま式！／

葬儀屋➡遺族へ

👉発生抑制（３，５）流通及び利活用の促進（４）
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４. 令和７年度の空き家対策について －10－

１ 福島市空き家バンク制度の運営

不動産団体と連携し空き家情報を発信することにより、流通促進に繋
げます。また、市移住応援サイト「ふくがましまし ふくしまし。」と
の相互リンクや全国版空き家バンク、民間事業体が運営するサイトと
の連携により、空き家バンクのさらなる周知を図ります。
※4/15現在：約40件の物件が掲載済

２ 福島市空き家リフォーム・清掃支援制度

各種補助事業により空き家バンクを活用した利活用促進に努めます。
※空き家リフォーム補助金の上乗せあり！

３ 空き家所有者情報の外部提供制度

登記簿で所有者等情報が把握できない場合、売買が進まないことから、

行政が仲介し、所有者等調査や意向確認を行うことにより、空き家の

解消及び流通促進を図ります。

４ 勤労者支援融資制度の開始【Ｐ９再掲】

東北労働金庫と連携し、福島市に居住または勤務をする勤労者へ低利

な融資商品の提供を行うことで、空き家の利活用及び移住・定住の促

進を図ります。

５ 移住・定住希望者への情報発信

福島市移住応援サイトとリンクし、補助事業の紹介や空家バンクを活

用された方の紹介など本市の魅力とともに情報を発信します。

🏡流通及び利活用の促進

１ 空き家に対する通報・相談対応
・通報について
近隣に悪影響を及ぼしている空き家に対しては、適正な管理を行うよ
う依頼を行うとともに、管理のポイントや状態に応じた相談先を案内
するなど、助言を行います。

・相談について
相続や売買、管理に関する相談が半数を占めており、連携協定団体を
案内し、空き家の発生抑制に努めます。

２ 特定空家等及び管理不全空き家等への対応
特定空家等については、除却補助制度の活用などにより、令和6年度
までに１７件が解消され、現在は７件となっております。
管理不全空家等については、特定空家等の未然防止の観点からも、改
善依頼を実施しており、認定件数は０件となっています。

🏡適正に管理されていない空き家への対応

＼管理不全空き家等にしない・させないために／

👉管理不全等への対応 👉流通及び利活用の促進
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４. 令和７年度の空き家対策について －11－

事業名 補助対象 対象者 補助内容 募集件数

空き家リフォーム支援事業

空き家のリフォーム費用

・市外からの移住者
・新婚世帯
・子育て世帯

のいずれかに当てはまる所有者

・費用の５０％
・上限１５０万円

※空き家バンク登録物件

を購入した場合、２０万

円を加算する

１０件
（１１件）

【拡充】

シェアハウスへの改修費用

・３人以上が入居可能な個室あり
・共有スペースあり（台所・リビング）
・入居者の半数以上が移住者

のすべての条件を満たす所有者

・費用の５０％

・上限１５０万円
※ただし居室1室当たりの

補助上限額は50万円

２件
（－）

特定空家等除却支援事業
特定空家等の除却費用 特定空家等の所有者

・費用の８０％
・上限１５０万円

４件
（５件）

空き家清掃支援事業
空き家内の家財道具処分や
ハウスクリーニング費用

空き家バンクに物件登録をした
所有者

・費用の５０％
・上限１０万円

５件
（６件）

🏡令和７年度補助事業
※()内は昨年度実績件数

※福島市地区空き家対策総合実施計画に位置付け、事業を実施。

●事前相談期間～令和７年５月３１日まで～

●受付期間～令和８年１月３１日まで～
(先着順)

👈福島市ＨＰ「空き家対策」

●受付期間～令和８年１月３１日まで～
(先着順)

＼空き家の整理と利活用を支援／

👉流通及び利活用の促進

👉管理不全等への対策

👉流通及び利活用の促進
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４. 令和７年度の空き家対策について －12－

🏡調査概要

🏡調査内容

令和７年度 空き家実態調査の実施

市全域の空き家数や分布状況を把握し、第2期計画の施策の検証を行い、令和９年４月に改訂
する第３期計画に向けた基礎データと空き家解消に向けた有効的かつ実効的な施策を検討す
るため実態調査を実施する。

・調査項目 ①現況確認 ⇒現に空き家か否かを確認する
②老朽度判定⇒4段階に分けて判定を行う
③接道状況 ⇒再建築可能か否かを確認する

（すべて外観目視調査にて実施）

・調査棟数 4,000件（想定）※民間事業者から空き家データを購入

・調査期間 令和7年7月から令和7年12月まで

・調査方法 空家データをもとに水道閉栓データ等を重ねて該当物件
を抽出し、現地確認による調査を行う。

＼空き家対策のいまとこれからのために／



５．低未利用地（空き地）の活用促進に向けた実態調査について －13－

・居住用や業務用等に利用されていない土地。
・土地の利用程度が、周辺地域における同一用途もしくは、これに類する
用途に使用されている土地の程度に比べ、著しく低いと認められる土地
のことをいいます。

１ 低未利用地とは

２ 本市の現状

・民間駐車場が過剰供給となっており、

福島駅東口周辺では、約１/３が
低未利用地となっている。

・小さな駐車場が散見している。

・商業地域でありながら、有効な土地利用が
されていない。

・ ことで、人通りが少なく、民間
の不動産投資低下に繋がっている。

・街なかの居住人口減少により、空洞化に伴う
地域活力の低下が進行している。

活性化に向けた対策が必要！



５．低未利用地（空き地）の活用促進に向けた実態調査について －14－

街なかにおける低未利用地の実態調査および、所有者に対する今後の活用の意向調査を実施
し、あらたな低未利用地の利活用につながる制度を検討する。

３ 事業内容

４ 調査対象区域 ～今後のスケジュール～（福島市都市機能区域）

・令和7年度 低未利用地の実態調査
⇒低未利用地の件数、面積、所有者の特定を行い、調査結果
をデータベースへ搭載する。

⇒所有者意向調査を実施し、活用促進区域を抽出、制度検討

・令和8年度 低未利用地（空き地）対策の計画策定
⇒第3期福島市空家等対策計画の改訂に合わせ、低未利用地
（空き地）対策計画を策定する。

・令和8年度 「空き地バンク」の運用検討
⇒現在運用している空き家バンクに、低未利用地（空き地）を
搭載できるよう改修を行う。



商業、オフィス、教育、医療などの都市機能の街なかへの立地を誘導し、民間投資を呼び込むた
め、当該機能が入る建築物の新築、建替え、増改築、修繕・模様替え等に対し支援する。

項 目

対象経費と補助率

補助上限額 事業内容の条件
建築費
又は
修繕費
（※）

取得費
又は
解体費

①更地に新築する場合 １０％ － １億円

①投資額合計１億円以上

②床面積５０0㎡以上（共用
部分含む）の都市機能（表
外のとおり）

②従前建物に増築する場合 １０％ ５％ １億円

③建て替えする場合 １０％ １０％
建築費用：１億円、
解体費用：５千万円

④建物を修繕、模様替えする場合 １０％ ５％ １億円
①投資額合計１千万円以上

②床面積５０0㎡以上（共用
部分含む）の都市機能

③マスターリースの場合、賃
料を除く修繕が対象

⑤マスターリース事業者の修繕等 １０％ － １億円

※工事費、設計費、経費を含む
【特例措置】

（１）バンケット割増（宿泊施設にバンケットを併設する場合）
➡バンケット整備部分の補助率を５％加算

（バンケット整備部分については上限なし）

（２）教育関連機能が過半となって入居する場合
➡教育関連機能整備部分を５％加算

（全体の上限：１．５億円）

６．街なかの空き家・空き地対策に関連した市の支援事業について
支援①

市街地
整備課

街なかへの立地を
計画するオーナー
等を支援します！

１．まちなか立地集積支援事業（オーナー等支援）

《凡例》

対象機能

内 A、C、F

内 B、D、E

エリア

※支援エリアには、
　　沿道も含む。

【対象となる都市機能】
A ホテル等宿泊機能

（客室100室以上確保など）

B 教育関連機能

（大学、短大、専門学校、高校）

C 商業機能

（飲食、スーパー、アパレル、

雑貨、エンタメサービスなど）

D オフィス機能

（情報通信、広告、金融など）

E 医療関連機能

（病院、診療所など）

F 文化芸術関連機能

（音楽ホール、図書館機能など）

－15－
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２．活力ある商店街支援事業（テナント支援）

区 分 １年目 ２年目 ３年目 限度額

アパレル産業および
クリエイティブ産業※の出店

８／１２ ６／１２ ４／１２
年２４０万円
（月２０万円）

その他の出店 ６／１２ ４／１２ ２／１２
年１８０万円
（月１５万円）

対象者
商店街、商店街振興組合、事業協同組合、任意の商店会、商工会、商工会議所、まちづくり会社、特定会社、一般社団法人、
特定非営利活動法人、中小企業等（法人、個人事業主）

対象とならない事業
（マージャン、パチンコ、ゲームセンター、スナック、キャバレー、ホストクラブ、バー、ダーツバー、ガールズバー等）

※ソフトウェア業、ＡＩ、ロボット、医療機器産業、インターネット業、映像・音声・情報制作業、デザイン業、広告・広告制作業、建築設計業

事業内容が射幸心をそそるおそれのあるもの、公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなるもの、
または接待行為を伴うもの。

３．新規出店にかかる内外装工事支援事業（テナント支援）

空き店舗に出店する際の家賃の一部を、最大３年間支援

補助率 店舗面積・限度額

クリエイティブ産業
１／２

２００㎡以上 ２００～１００㎡以上 １００㎡未満

上記以外
１／３

３００万円 ２００万円 １００万円

対象者

対象経費

新たに出店し、事業を開始する方を対象に、内外装工事等にかかる費用の一部を支援

新たに店舗を出店し、事業を開始する方

内外装工事費、給排水衛生設備工事費、空調設備工事費、電気・照明・ガス工事費
デザイン委託費、工事設計委託費、ネットワーク環境接続費、ウェブサイト関連費

６．街なかの空き家・空き地対策に関連した市の支援事業について
支援②

にぎわい
商業課

家賃支援補助対象区域
（創業ゾーン）

街なかへの出店を
支援します！
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■ ３D都市モデル整備を行いました

整備期間：令和６年度～令和８年度

整備範囲：都市計画区域２２９k㎡
※現在市中心部の３９k㎡が利用可能

本市
中心市街地
(壁,屋根まで表現)

土地利用現況
の可視化

…商業用地
…公共施設用地
…住宅用地
…平面駐車場
…公共空地（公園、墓園等）

〇特徴
・デジタルインフラとして誰でも閲覧が可能に
・土地利用やハザード情報等の付与により様々な
情報の可視化が可能

〇活用例
・災害リスクや都市構造の可視化における活用
・掲載情報のオープンデータ化による
不動産投資など様々な分野での活用

〇まちなか３.３k㎡は、建物の「壁」「屋根」まで表現

〇都市計画図(２次元)に地形や建物等の高さ情報を与えて作成
(３次元データ)

まちづくりへの活用を！

７．３Ｄ都市モデル（プラトー）の紹介 https://plateauview.mlit.go.jp/閲覧URL －17－


